
 
 

 

 

 

○ 中小企業災害復旧資金貸付金（商工労働観光部 66.8 百万円） 

罹災中小企業者に対して長期固定金利による資金供給体制を整備し、早急な事業活動再

開を支援するもの  

○ 中小企業災害復旧資金保証料補給補助（商工労働観光部 1.0 百万円）  

罹災中小企業者に対して中小企業災害復旧資金の融資を行う場合に、併せて保証料補給

を行うもの  

○ 治山事業費（農林水産部 258.0 百万円） 

土砂流出や流木の防止を目的とした谷止工等を整備し、周辺地域住民の生活環境の保全

を図るもの  

○ 県単独治山事業費（農林水産部 96.6 百万円） 

   国庫補助の対象とならない排土の緊急性のある治山施設の浚渫、流木等の除去  に要す

る経費 

○ 管理運営費（県土整備部 0.2 百万円） 

  他県からの自治法派遣職員の受け入れに要する経費  

○ 基幹河川改修事業費（県土整備部 623.6 百万円） 

  県管理河川の改良工事に要する経費（小屋畑川） 

○ 総合流域防災事業費（県土整備部 0 百万円） 

［県土整備部 70.0 百万円］国 R４補正 

  洪水被害の防止・軽減を図るため、ハード整備とソフト対策を一体的に実施するための

経費（沢川）  

○ 砂防激甚災害対策特別緊急事業費（県土整備部 0 百万円） 

［県土整備部 1,040.0 百万円］国 R４補正 

   土石流等により激甚な災害が発生した一連地区の荒廃渓流に対し、再度災害を防止する

ための対策工事を実施するための経費  
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